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日本脳卒中学会が主催・支援する学術総会、講習会、その他の研究集会等ならびに本学会

誌に発表される人を対象とする生命科学・医学系研究は、日本脳卒中学会「学会発表や論文

投稿において遵守すべき研究倫理指針」 に示すように、ヘルシンキ宣言

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-

for-medical-research-involving-human-subjects/や文部科学省・厚生労働省が定める「人

を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」「遺伝子治療等臨床研究に関する指

針」等の倫理指針（厚生労働省：研究に関する指針について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-

kenkyu/index.html、文部科学省 ライフサイエンスにおける生命倫理に関する取組

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/seimei_rinri.html を遵守しなければなりま

せん。 

医薬品等を人に対して用いることにより、その医薬品等の有効性・安全性を明らかにする

臨床研究においては、「臨床研究法」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.htmlを遵守しなければな

りません。 

また、症例報告については、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-

Seisakutoukatsukan/0000194232.pdfならびに日本脳卒中学会「症例報告を含む医学論文及び

学会発表における患者プライバシー保護に関する指針」privacy_sisin.pdf (jsts.gr.jp)に則した

対応をとってください。 

すなわち、発表される研究が扱う個人情報への配慮、研究倫理審査委員会（倫理審査委員会、

臨床研究法に該当する研究では認定臨床研究審査委員会）の審査と承諾の必要性、インフォー

ムドコンセントの取得方法、情報公開の必要性、有害事象発生時の対処等について適切に対応

されていることが必要です。そこで、学会発表や論文投稿にあたり、自分の発表する研究内容

が「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に則しているか否かを研究者自

身で確認できるようチェックリストを作成いたしました。 

このチェックリストの運用につきましては、学会主催者や編集委員会等にゆだねられますが、

同倫理指針や臨床研究法等に抵触するような問題がある場合には、本学会関連の学術会議への

応募演題が不採用となる場合があります。 

なお、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の対象となる研究や、治験、市販後調査

などは、それぞれの法律・省令・指針を遵守する必要があります。そのため、本チェックリス

トの対象外となります。 

会員諸氏におかれましては、以上について十分ご理解いただいて発表・投稿されるようお願

いいたします。 
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